
疑問に応える審理を 

 

 東京電力福島第一原発事故をめぐる旧経営陣の責任を問う裁判

で、東京地裁は 9 月 19 日に全員無罪の判決を下した。あまりに酷

い判決に抗議の声が上がり、検察官役の指定弁護士は東京高裁に控訴した。朝日新聞

10 月 6 日の標題の社説を紹介したい。写真は判決後の東京地裁前(同紙 9 月 20 日朝刊)。 

福島第 1 原発の事故をめぐり東京電力の旧経営陣 3人が強制起訴された裁判で、検察

官役の指定弁護士が控訴した。 

無罪を宣告された者を被告の立場におき続けることの是非については、かねて議論が

ある。だが、東京地裁の無罪判決には承服しがたい点が多々見受けられ、指定弁護士が

高裁の判断を求めたのは理解できる。 

例えば、判決は「事故を防ぐには原発の運転を停止しておくしかなかった」と断じて

いる。指定弁護士は、防潮堤の設置や施設の浸水防止工事、高台移転などの方策にも触

れ、その実現可能性について証人調べも行われた。しかし判決は、詳細に検討すること

なく退けた。結果として、社会生活にも重大な影響が及び、きわめてハードルの高い「運

転停止」にまで踏み込む義務が元幹部らにあったか否かが、判決を左右することになっ

た。被災者や複数の学者が疑問を呈し、「裁判所が勝手に土俵を変えた」との批判が出

たのはもっともだ。 

原発の安全性に関する判断にも首をかしげざるを得ない。判決は、国の防災機関が

02 年に公表した「三陸沖から房総沖のどこでも、30 年以内に 20％程度の確率で巨大地

震が起こりうる」との見解（長期評価）の信頼性を否定した。根拠として、一部に異論

があったこと、電力会社や政府の規制当局が事故対策にこの見解をとり入れていなかっ

たことなどを挙げた。一体となって原発を推進した国・業界の不作為や怠慢を追認し、

それを理由に、専門家らが議論を重ねてまとめた知見を否定したものだ。さらに判決は、

当時の法令は原発の「絶対的安全性の確保」までは求めていなかったとも述べた。 

万が一にも事故が起こらぬように対策を講じていたのではなかったのか。巨大隕石の

衝突まで想定せよという話ではない。実際、この長期評価をうけて、東電の現場担当者

は津波対策を検討して経営陣にも報告し、同じ太平洋岸に原発をもつ日本原電は施設を

改修している。こうした事実を、地裁は適切に評価したといえるだろうか。 

組織や人が複雑に絡む事故で個人の刑事責任を問うのは容易ではない。有罪立証の壁

の厚さは折り込み済みだったが、問題は結論に至る道筋と理屈だ。政府や国会の事故調

査ではわからなかった多くの事実が、公判を通じて明らかになった。判決には、それら

の一つ一つに丁寧に向きあい、事故との関連の有無や程度を人々に届く言葉で説明する

ことが期待されたが、それだけの内容を備えたものになっていない。高裁でのレビュー

が必要なゆえんである。 

                             (2019年10月11日) 


